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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第３部門第２区分
【発行日】平成23年11月10日(2011.11.10)

【公表番号】特表2008-535860(P2008-535860A)
【公表日】平成20年9月4日(2008.9.4)
【年通号数】公開・登録公報2008-035
【出願番号】特願2008-505617(P2008-505617)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｋ  31/165    (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/38     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/36     (2006.01)
   Ａ６１Ｋ  47/12     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/28     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ   3/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｐ  25/30     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｋ  31/165   　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/38    　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/36    　　　　
   Ａ６１Ｋ  47/12    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/28    　　　　
   Ａ６１Ｐ   3/04    　　　　
   Ａ６１Ｐ  25/30    　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成23年9月20日(2011.9.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（ａ）１０ｍｇないし２５０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）４０重量％ないし９０重量％の微結晶性セルロースと、
　（ｃ）１重量％ないし１０重量％のクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）５重量％未満のステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成
物。
【請求項２】
　（ａ）２０ｍｇないし３０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）８０重量％ないし８１重量％の微結晶性セルロースと、
　（ｃ）２．５重量％のクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）１重量％のステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成物。
【請求項３】
　（ａ）４０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）７１重量％の微結晶性セルロースと、
　（ｃ）２．５重量％のクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）１．５重量％のステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成
物。
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【請求項４】
　（ａ）５０ｍｇないし７０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）５６重量％の微結晶性セルロースと、
　（ｃ）２．４重量％ないし２．５重量％のクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）１．５重量％のステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成
物。
【請求項５】
　（ａ）３０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）１５．１ｍｇの微結晶性セルロースと、
　（ｃ）４．６９ｍｇのクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）１．８８ｍｇのステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成
物。
【請求項６】
　（ａ）５０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）７０ｍｇの微結晶性セルロースと、
　（ｃ）３．１２ｍｇのクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）１．８８ｍｇのステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成
物。
【請求項７】
　（ａ）７０ｍｇのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩と、
　（ｂ）９８ｍｇの微結晶性セルロースと、
　（ｃ）４．３７ｍｇのクロスカルメロースナトリウムと、
　（ｄ）２．６３ｍｇのステアリン酸マグネシウムとを含むことを特徴とする医薬品組成
物。
【請求項８】
　前記Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩が以下の化学式
【化１】

で表されることを特徴とする、請求項１ないし７のいずれか１つに記載の医薬品組成物。
【請求項９】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンベシル酸塩であることを特徴とする化合物。
【請求項１０】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンマンデル酸塩であることを特徴とする化合物。
【請求項１１】
　請求項９に記載の前記化合物と、１種類又は２種類以上の医薬品として許容可能な添加
物とを含むことを特徴とする医薬品組成物。
【請求項１２】
　請求項１０に記載の前記化合物と、１種類又は２種類以上の医薬品として許容可能な添
加物とを含むことを特徴とする医薬品組成物。
【請求項１３】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが１０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、１
１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項１４】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが２０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、２
、１１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項１５】
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　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが３０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、２
、１１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項１６】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが４０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、３
、１１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項１７】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが５０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、４
、６、１１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項１８】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが６０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、４
、１１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項１９】
　Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンが７０ｍｇ含まれることを特徴とする、請求項１、４
、７、１１又は１２に記載の医薬品組成物。
【請求項２０】
　注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）の治療薬を製造するための請求項１ないし８、又は１
１ないし１９に記載の医薬品組成物、又は請求項９又は１０に記載の化合物の使用。
【請求項２１】
　カタプレキシーの治療薬を製造するための化合物の使用であって、前記化合物は単一ア
ミノ酸か、２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結合したアンフェタミン又
はその医薬品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２２】
　睡眠麻痺の治療薬を製造するための化合物の使用であって、前記化合物は単一アミノ酸
か、２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結合したアンフェタミン又はその
医薬品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２３】
　うつ病の治療薬を製造するための化合物の使用であって、前記化合物は単一アミノ酸か
、２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結合したアンフェタミン又はその医
薬品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２４】
　抗うつ剤と併用される、うつ病の治療薬を製造するための化合物の使用であって、前記
化合物は単一アミノ酸か、２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結合したア
ンフェタミン又はその医薬品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２５】
　疲労の治療薬を製造するための化合物の使用であって、前記化合物は単一アミノ酸か、
２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結合したアンフェタミン又はその医薬
品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２６】
　入眠時幻覚の治療薬を製造するための化合物の使用であって、前記化合物は単一アミノ
酸か、２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結合したアンフェタミン又はそ
の医薬品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２７】
　６－１２歳の患者の注意欠陥多動性障害の治療薬を製造するための化合物の使用であっ
て、前記化合物は単一アミノ酸か、２ないし１０個のアミノ酸を含むペプチドかと共有結
合したアンフェタミン又はその医薬品として許容可能な塩を含むことを特徴とする使用。
【請求項２８】
　前記アンフェタミンは、アンフェタミン、メタンフェタミン又はメチルフェニデートか
ら選択されることを特徴とする請求項２１ないし２７のいずれかに記載の使用。
【請求項２９】
　前記化合物は、Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミン又はその医薬品として許容可能な塩で
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あることを特徴とする請求項２１ないし２７のいずれかに記載の使用。
【請求項３０】
　前記化合物は、（Ｌ－リシン）３－ｄ－アンフェタミン、（グリシン）３－ｄ－アンフ
ェタミン、Ｌ－リシン－グリシン－ｄ－アンフェタミン、Ｄ－リシン－Ｌ－リシン－ｄ－
アンフェタミン、Ｌ－ロイシン－Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミン及び（Ｌ－プロリン）

２－ｄ－アンフェタミンから選択されることを特徴とする請求項２１ないし２７のいずれ
かに記載の使用。
【請求項３１】
　前記化合物は、Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンジメシル酸塩であることを特徴とする
請求項２１ないし２７のいずれかに記載の使用。
【請求項３２】
　前記化合物は、Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンベシル酸塩であることを特徴とする請
求項２１ないし２７のいずれかに記載の使用。
【請求項３３】
　前記化合物は、Ｌ－リシン－ｄ－アンフェタミンマンデル酸塩であることを特徴とする
請求項２１ないし２７のいずれかに記載の使用。
【請求項３４】
　学習障害か、アルツハイマー病か、健忘症か、記憶疾患又は記憶障害か、線維筋痛か、
疲労か、慢性疲労か、うつ病か、てんかんか、強迫神経症か、反抗的行為障害か、不安神
経症か、抵抗性うつ病か、脳卒中リハビリテーションか、パーキンソン病か、気分障害か
、統合失調症か、ハンチントン病か、認知症か、運動機能不全か、無気力症か、ピック病
か、クロイツフェルト－ヤコブ病か、睡眠障害か、脳損傷又は神経変性に関連する疾患か
、トゥレット症候群か、インポテンスか、ニコチン依存症又は禁断症状かの治療薬を製造
するためのＬ－リシン－ｄ－アンフェタミン又はその医薬品として許容可能な塩の使用。


	header
	written-amendment

